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◎群馬県告示第２９８号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。 

  令和５年１２月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定する区域 藤岡市東平井字時沢１４６７番の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 鉛及びその化合物 

 

 

 

◎群馬県告示第２９９号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和５年群馬県告示第２９８号によ

り指定した特定有害物質によって汚染されている区域の全部について、当該指定を次のとおり解除する。 

  令和５年１２月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除する区域 藤岡市東平井字時沢１４６７番の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の 

基準に適合していない特定有害物質の名称 鉛及びその化合物 

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去 

 

 

 

◎群馬県告示第３００号 

 森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項に規定する知事が許可すべき皆伐面積の限度は、

次のとおりとする。      

  令和５年１２月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 告  示 

皆伐面積の限度を定める区域 保安林の種類 
皆伐面積の限度 
（ヘクタール） 

神流川 水源かん養保安林 ５２５．２０ 

土砂流出防備保安林 ２７９．８８ 

保健保安林 ３０．５２ 

藤岡市 干害防備保安林 １８．８８ 

鏑川 水源かん養保安林 ３６９．０９ 

土砂流出防備保安林 ４０２．８０ 

保健保安林 ４．５０ 
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保健保安林 ４．５０ 

富岡市 干害防備保安林 １．７６ 

下仁田町 干害防備保安林 ６．０８ 

碓氷川 水源かん養保安林 ２２２．２０ 

土砂流出防備保安林 ２１７．１２ 

保健保安林 ０．９８ 

安中市 干害防備保安林 ３．６６ 

烏川 水源かん養保安林 ３９５．２２ 

土砂流出防備保安林 ２３０．６６ 

保健保安林 １２８．７１ 

高崎市 干害防備保安林 １８．２２ 

渋川市 干害防備保安林 ３．５８ 

吾妻川 水源かん養保安林 ７７３．１２ 

土砂流出防備保安林 ３４１．４４ 

保健保安林 ２０．２６ 

中之条町 干害防備保安林 １．２２ 

東吾妻町 干害防備保安林 ６．４３ 

長野原町 防風保安林 ０．９０ 

嬬恋村 防風保安林 １．００ 

利根川上流 水源かん養保安林 ７４９．３８ 

土砂流出防備保安林 ５６．５３ 

保健保安林 １２．５８ 

沼田市 干害防備保安林 １．１６ 

川場村 干害防備保安林 ３．０４ 

みなかみ町 干害防備保安林 ５．０４ 

片品川 水源かん養保安林 １１８８．１６ 

土砂流出防備保安林 １５９．７４ 

保健保安林 １７．９６ 

赤城西南部 水源かん養保安林 １３５．８９ 

土砂流出防備保安林 ９９．３４ 

保健保安林 ２０．２０ 

前橋市 防風保安林 ３．６１ 

干害防備保安林 ４９．５６ 

渡良瀬川西部 水源かん養保安林 ５５０．９９ 

土砂流出防備保安林 ３０５．１８ 

保健保安林 １１２．２６ 

太田市 干害防備保安林 ３．４４ 

桐生市 防風保安林 ０．４０ 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年１２月１日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡板倉町大字岩田字本合浦２０６０－１、２
０６０－６ 

栃木県佐野市田島町８０番地１ネオ・プレミ
アムＢ棟２０１  
菅原綾記、菅原真優 

２ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字水立１１３０－２、１１
３５－２１、１１３６ 

邑楽郡邑楽町大字篠塚１１３６番地 
岩瀬節子 

３ 甘楽郡甘楽町大字福島字小幡新町１７１７－３、
１７１７－４、１７１７－５、１７１７－６、１
７１７－７ 

甘楽郡甘楽町大字小幡１６１番地１  
甘楽町長 茂原荘一  

 
 

 

 

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用裁決手続の開始を次のとおり決定し

た。 

令和５年１２月１日 

  群馬県収用委員会会長 戸 所 仁 治   

１ 起業者の名称 前橋市 

２ 事業の種類 前橋都市計画工業団地造成事業 駒寄スマートＩＣ産業団地造成事業 

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等 

  群馬県前橋市池端町 

                                                  

 

 

■ 収用委員会公告 

■ 公  告 

地番 
地目 地積（㎡） 

収用の裁決手続の開始を
決定する面積（㎡ ） 

公簿 現況 公簿 実測 

２７１番 畑 畑 １，６８０ １，６８１．００ １，６８１．００ 

 

渡良瀬川西部 水源かん養保安林 ５５０．９９ 

土砂流出防備保安林 ３０５．１８ 

保健保安林 １１２．２６ 

太田市 干害防備保安林 ３．４４ 

桐生市 防風保安林 ０．４０ 

干害防備保安林 ９．２６ 

みどり市 干害防備保安林 ０．４８ 

 

※ 数値は、国有林及び民有林の合計値 
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収用の裁決手続の開始を決定する土地の区域は、別図（図面省略）のとおりである。 

４ 土地所有者の氏名及び住所 
                                                
 

 

 

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 なし 

６ 裁決手続の開始を決定した年月日 令和５年１１月１７日 

  

 

 

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用裁決手続の開始を次のとおり決定し

た。 

令和５年１２月１日 

  群馬県収用委員会会長 戸 所 仁 治   

１ 起業者の名称 前橋市 

２ 事業の種類 前橋都市計画工業団地造成事業 駒寄スマートＩＣ産業団地造成事業 

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等 

  群馬県前橋市池端町 
 
                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収用の裁決手続の開始を決定する土地の区域は、別図（図面省略）のとおりである。 

４ 土地所有者の氏名及び住所 
                                                
 

 

 

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 なし 

６ 裁決手続の開始を決定した年月日 令和５年１１月１７日 

 
氏名 住所 

三俣 敞一 群馬県前橋市池端町７５番地 

 

地番 
地目 地積（㎡） 

収用の裁決手続の開始を
決定する面積（㎡ ） 公簿 現況 公簿 実測 

不明又は２５７番１ 田 田 １，０４５ １，０４８．５０ １，０４８．５０ 

不明又は３０８番１ 畑 畑 １，４３０ １，４４１．３０ １，４４１．３０ 

不明又は３１３番１ 畑 畑 ２，４３３ ２，４５６．７４ ２，４５６．７４ 

不明又は３４５番１ 田 田 ４７３ ４７３．０４ ４７３．０４ 

不明又は３４７番１ 田 田 １，６３６ １，６４４．３６ １，６４４．３６ 

不明又は３７０番 畑 畑 １，１０９ １，１０９．７５ １，１０９．７５ 

不明又は３７９番１ 畑 畑 ６３５ ６４２．５９ ６４２．５９ 

不明又は３９４番 畑 畑 ９７６ ９７９．３６ ９７９．３６ 

 

 
氏名 住所 

登坂 悦治 群馬県前橋市池端町１１７番地 

 

２７１番 畑 畑 １，６８０ １，６８１．００ １，６８１．００ 
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次のとおり落札者を決定した。 

  令和５年１２月１日 

群馬県立小児医療センター院長 浜 島 昭 人   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 汎用超音波画像診断装置 一式（メーカー保証期間を除く３年間の保守を

含む。) 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立小児医療センター事務局経営課 群馬県渋川市 

 北橘町下箱田７７９番地 

３ 落札者を決定した日 令和５年１０月３０日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社栗原医療器械店前橋支店 群馬県前橋市荒牧町二丁目３９番地７ 

５ 落札金額 ３４，８２６，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和５年９月１５日 
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   電話 027-223-1111 
 

■ 落  札 


